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阪神水道企業団宝塚市新規加入及び創立80周年記念情報交換会      
平成２９年６月15日(木) 

沖縄県企業局 水質管理事務所 
次長  志喜屋 順治 

沖縄県の水道広域化 

－沖縄本島周辺離島8村に対する用水供給範囲の拡大－ 
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本日の内容 

１．沖縄県の水道の課題  

２．水道広域化について 
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１．沖縄県の水道の課題 
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１ 沖縄県の水道の特徴 －島嶼県－ 

○県土の総面積：約２，２７６ｋｍ2 

               （国土の０．６％） 
○大小１６０の島々、有人島４９島 

那覇市の位置を大阪市に 
重ねた場合の地図 

【東西約1,000km,南北約400km】 

○広い行政エリア（水道施設が点在） 

１ 沖縄県の水道概況と課題 －水道の現状－ 

・・・ 上水道地域 

・・・ 簡易水道地域 

・・・ 用水供給地域 

・・・ 用水供給及び 

   自己水源地域 

宮古列島 

八重山列島 

沖縄本島 

・・・ 海底送水管 

  （16箇所、60km） 

・・・・海水淡水化施設（7事業体）    

・・・・高度浄水処理施設 

      （11事業体、14浄水場） 

○本島名護以南は、水源を北部
地域に求め用水供給という形態
の広域化が進んだ 

○水源の状況に対応するため、 

海淡・高度処理施設を多く整備 

（高コスト、小規模離島も整備） 

全 ６４浄水施設 

・・・・滅菌のみ、凝集沈殿ろ過、緩速ろ過    

①取水施設・②導水施設 

③浄水施設・④送水施設 

○多くの水源地は北部地域にある。 
○中・南部の消費地（水需要多い）を結ぶため、多くの水道施設を整備。 

ダム 

取水施設 

導水施設 

浄水施設 

送水施設 

凡 例 

１ 沖縄本島の水道の特徴 －用水供給事業と受水事業－ 

○沖縄特有の事情から、県企業局が本島水道を構築し、その主要部
分(水源～浄水場)を担ってきた。 
      

※沖縄本島の水道は以前から広域的水道を構築 
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 １ 沖縄県の水道の課題 

１．渇水、制限給水 

２．水質管理 

３．水道料金 

４．経営基盤 

 

 （沖縄県の特徴的な課題） 

水道サービスの格差  

 （全国と共通の課題） 

水道サービスの持続 

５．人口減少に伴う 

  料金収入の減少 

６．施設の老朽化 

 ・更新費用等の増加 

 ・耐震化への対応 

７．技術者の確保 
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 １（１） 沖縄県の特徴的な課題  －渇水・制限給水－ 

沖縄本島（沖縄県企業局） 

離島村（簡易水道） 

326日連続(S56～S57) 

325日連続 
298日連続 

制限給水（時間、隔日） 

平成6年以降、 

沖縄本島は制限給水ない 

未だに制限給水が頻発 

水源地 

取水施設 

(ポンプ場） 

浄水施設 

（浄水場・海水淡水化施設等） 

送水施設 

（調整池・ポンプ場等） 

配水施設 

（配水池・ポンプ場等） 
給水区域 

（給水栓） 

 １（２-１） 沖縄県の特徴的な課題  －水質管理－ 

■沖縄本島の水道事業体（水道用水受水） 

沖縄県企業局にて管理  水道事業体にて管理 責任分界点 

－安定した水質が将来にわたって確保できている－ 

 

• 企業局：水源～送水の水質管理を実施 市町村：主に残塩管理 

– 水源、浄水場の工程水、取引地点までの水質を県企業局により徹底管理   
（直営検査、水安全計画の導入、水道GLP（検査精度）の取得） 

– 今後も強化されていく水質基準へ対応できる水道施設整備（高度浄水処理等の
整備）、事故発生時の対応マニュアル類の整備（危機管理マニュアル等の導入） 

 

（施設規模の割合 約２割程度） （施設規模の割合 約８割程度） 

水源地 

取水施設 

(ポンプ場） 

浄水施設 

（浄水場・海水淡水化施設等） 

送水施設 

（調整池・ポンプ場等） 

配水施設 

（配水池・ポンプ場等） 
給水区域 

（給水栓） 

 １（２-２） 沖縄県の特徴的な課題  －水質管理－ 

■沖縄本島一部と離島（伊江村を除く）の水道事業体 

各水道事業体にて管理 

• 全ての水質管理を各事業体にて実施 

– 水質管理が手薄（水源水質頼み、水質検査の外部委託 等） 

– 水質管理や浄水処理のノウハウが不足（事務職による運転管理） 

– 浄水場での水質管理が施設任せとなっており、今後も強化されていく水質基
準に対する備えが難しい（できない） 

– 施設の老朽化により、安定的な水処理が困難になりつつある 

－水質の確保が困難になりつつある－ 

 １（２-３） 沖縄県の特徴的な課題  －水質管理－ 

沖縄本島の水道事業体（水道用水受水） 

沖縄本島一部と離島（伊江村を除く）の水道事業体 

老朽化による水漏れ 沈殿池 傾斜板の脱落 水源 降雨による濁度上昇 
（水質変動への対応に苦慮） 

新石川浄水場を建設 
北谷浄水場施設整備 
沈殿池改良（傾斜管） 

海水淡水化施設 
（逆浸透膜装置） 
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－ 水を抜いた時の状況 － －離島の水源－ 

 １（２-４） 沖縄県の特徴的な課題  －水質管理－ 
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－ 落葉等の堆積状況 － 

落葉等の堆積物により有機物負荷の増大等 

  → THM-FPが高い 

 １（２-５） 沖縄県の特徴的な課題  －水質管理－ 
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 １（３） 沖縄県の特徴的な課題  －水道料金－ 

沖縄県の平均1,600円 

本島上水 本島簡水 

離島上水 離島簡水 

○地域の状況により、水道料金の差がある。 

○特に、水源の乏しい小規模な離島の料金が高い。 
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 １（４-1） 沖縄県の特徴的な課題  －経営基盤－ 

（政策的等の判断により意図して繰入を行っている事業体もある） 

○ほとんどの簡易水道事業体は、他会計から繰入に依存 

那覇市 宜野湾市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 沖縄市 豊見城市 うるま市 宮古島市 南城市 本部町
総収益 7,596,583 1,947,251 1,278,815 2,412,707 1,500,511 1,475,021 3,535,980 1,324,330 2,593,439 1,616,589 906,182 379,449
他会計繰入金 50,627 3,736 30,097 5,602 3,614 0 5,828 2,972 2,968 4,954 2,046 2,105
他会計繰入金割合 0.7% 0.2% 2.4% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.6%

恩納村 宜野座村 金武町 金武町(簡水) 伊江村 読谷村 嘉手納町 北谷町 北中城村 中城村 西原町 与那原町
総収益 478,637 207,038 302,064 30,328 141,797 845,509 349,260 791,118 475,959 408,463 839,102 387,573
他会計繰入金 0 93,282 10,999 11,240 1,200 1,216 1,760 1,088 2,184 1,358 0 1,479
他会計繰入金割合 0.0% 45.1% 3.6% 37.1% 0.8% 0.1% 0.5% 0.1% 0.5% 0.3% 0.0% 0.4%

★ ★ ★ ★ ★ ★
久米島町 南部水道企業団 国頭村 大宜味村 東村 今帰仁村 渡嘉敷村 座間味村 粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村

総収益 203,626 1,418,817 92,299 79,668 52,478 200,305 29,074 54,913 43,240 55,406 69,429 61,360
他会計繰入金 0 14,865 26,148 18,593 26,350 2,507 5,111 26,858 11,263 45,101 13,230 29,502
他会計繰入金割合 0.0% 1.0% 28.3% 23.3% 50.2% 1.3% 17.6% 48.9% 26.0% 81.4% 19.1% 48.1%

★ ★
伊平屋村 伊是名村 多良間村 竹富町 与那国町 上水道 簡易水道

総収益 67,677 40,249 69,725 215,073 49,605
他会計繰入金 28,013 12,859 24,085 24,716 4,943
他会計繰入金割合 41.4% 31.9% 34.5% 11.5% 10.0% 繰入割合が10%以上
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収益的収入と他会計繰入金（Ｈ２３ 簡易水道）収益的収入と他会計繰入金（Ｈ２３ 上水道）

２ （１） エ 経営基盤
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－ 高圧ポンプ腐食状況 － 

－ ポンプ腐食状況 － 

 １（４-2） 沖縄県の特徴的な課題  －経営基盤－ 
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 １－１ 沖縄県の特徴的な課題  －課題のまとめ－ 

１．渇水、制限給水 

２．水質管理 

３．水道料金 

水道サービスの格差（本県特有の課題） 

○特に本島周辺離島で料金が高く、県平均を上回っている 

○水資源が乏しい。離島では、降雨状況によって未だに 

○水質の管理に苦慮している 

４．経営基盤 

○高コストにより、他会計からの繰入に依存 

制限給水を余儀なくされている 

○水源水質の悪化等により、浄水施設の能力を超えつつある 
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 1（５） 全国と共通の課題  －人口減少－ 

○出典：国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口（平成25年3月） 
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 1（６） 全国と共通の課題  －施設の老朽化・耐震化－ 

○出典：平成２４年度 水道統計 （日本水道協会） 

耐震適合率 

－全国44位－ ○全国 33.5％  沖縄県 21.0% 

老朽化率 

○全国 9.50％  沖縄県 4.75% －全国7位－ 

更新率 

○全国 0.77％  沖縄県 0.33% 

（布設後20年を経過した管） 

（耐用年数を超過した管） 

－全国47位－ 

経年化率 

○全国 48.2％  沖縄県 48.0% －全国25位－ 

全てを更新するのに130年 全てを更新するのに300年 

管路の状況 
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 1（７） 全国と共通の課題  －技術者及び技術力の確保－ 

上水道及び用水供給事業 

簡易水道事業 

○職員数が減少（上水及び用供20%減、簡水40%減） 

○特に簡易水道事業の体制が脆弱（専任職員１人／事業体） 

962人 

779人 
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 1－２ 全国と共通の課題 －課題のまとめ－ 

5．人口減少に伴う料金収入の減少 

6．更新費用等の増加・耐震化への対応 

7．技術者及び技術力の確保 

水道サービスの継続（全国と共通の課題） 

○職員数が減少（上水及び用供20%減、簡水40%減） 

○特に簡易水道事業の体制が脆弱（専任職員１人／事業体） 

○沖縄県の人口は増加しており、H37年度にピークを迎える 

○多くの管路や施設が復帰後に整備されているため、今後、 

○以後は、減少に転じる見通し 

○全国と比して耐震化への対応が低調。積極的な対応が必要 
更新や修繕等の費用が増加し、資金需要の増大が見込まれる 
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 １－３ 沖縄県の水道の課題  －まとめ－ 

●県内離島は、定住条件にハンディを抱えている 

●水道サービスに地域間格差がある。特に沖縄本島周辺 

●県は、技術基盤・財政基盤の強化が必要と認識 

水道サービスの格差（本県特有の課題） 

 １．渇水、制限給水 ２．水質管理 

３．水道料金 ４．経営基盤 

●安全な水道水を安定して供給し続けるための施策に 

水道サービスの持続（全国と共通の課題） 

 5．人口減少に伴う料金収入の減少 

6．更新費用等の増加・耐震化への対応 

7．技術者及び技術力の確保 

取組む必要がある 

離島は多くの問題があり、喫緊の対応が必要 
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1－4 水道の課題への取組経緯（１） 

＜沖縄県（行政部局・企業局）＞ 
・H22.6.21 水道広域化に係る副知事・部局長会議 のべ2回 
        『沖縄県における水道広域化に向けた 
         今後の取り組みについて』 
・H22～ 水道広域化検討ワーキングチーム会議 のべ14回 
 
 
＜沖縄県企業局独自＞ 
・H26～ 沖縄県水道広域化検討委員会 のべ8回 
             〃     検討班 のべ23回 
 
＜その他＞ 
・部局長等会議：3回、関係課長会議：3回 など 
・離島村長・議長協議、県議会議員説明 など 
・現地調査 複数回 

24 24 

1－4 水道の課題への取組経緯（2） 

 
＜県内水道事業体向け＞ 
○行政部局対応 
 ・水道担当課長会議：6回  水道広域化説明会：2回 など 
○企業局対応 
 ・水道事業連絡会議  水道広域化説明会 など  
 
 
＜県民向け＞ 
・広域化シンポジウム：2回 
・ラジオ放送：１回 
・新聞広告掲載：２回 
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 １－５ 水道の課題への対応 －県施策－ 

 沖縄21世紀ビジョン（離島における定住条件の整備） 

 沖縄県水道整備基本構想（水道の運営基盤の強化） 

 小規模離島をはじめとする県内事業体における水道
広域化の推進により水道事業の運営安定化に取り組
み、安全な水道水の安定供給の維持、向上及び住民
への負担軽減を図ります。 

 水道用水供給事業の拡大を推進する。 

 広域化により効率性を高め、収益性の向上、経費の節
減を図る。 

 宮古・八重山を含めた県内統合水道事業の実現。 
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① 喫緊の課題  「水道サービスの格差」 

 ◎広域化手法：水道用水供給範囲の拡大 
第１段階：特に格差のある沖縄本島周辺離島８村 

 

 

 
 

第２段階及び第３段階：将来的に格差が拡大しつつある 

 沖縄本島北部地域・久米島町、宮古圏域・八重山圏域 
 

② 現在から将来への課題 「水道サービスの持続」 

 ◎広域化手法：事業統合  
当面は事業統合に向けて協議を行う 

第４段階：沖縄県下の全ての水道事業を統一 

 

 

 

 

沖縄本島周辺離島８村への対応は急務 

 －早期実現に向けて重点的に取組む－ 

 １－５ 水道の課題への対応 －県方針－ 
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 1－6 広域化に係る将来計画 ～おきなわ水道ビジョン～ 
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（自己水源）

上水道

簡易
水道

八
重
山
圏
域

本
島
圏
域

簡易
水道

事
業
統
合

事
業
統
合

事
業
統
合

事
業
統
合
促
進

事
業
統
合
促
進

事
業
統
合
促
進

事
業
統
合
促
進

事
業
統
合
促
進

用供
拡大

用供
拡大

用供
拡大

用供
拡大

用供
拡大

事
業
統
合

事
業
統
合

事業統合

広域圏
年度

久米島

前期 中期 後期 目標年度現況

簡水統合

簡水統合

簡水統合 ２．水道広域化について 

29 29 

 2－1 当面の水道広域化の推進方針（第1段階） 

 水道広域化の第1段階（step1）の取組として、沖縄本島 
 周辺離島8村への水道用水供給対象の拡大による水道広域化 
 を実施する。 
 第1段階の対象となる沖縄本島周辺離島８村は 
   渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、 
   南大東村、北大東村、伊平屋村及び伊是名村 
 水道用水の供給は、県企業局が行う。 
 対象８村への水道用水の供給は、平成33年度までに実施する。 

沖縄本島並のサービスを早期に享受できるよう努める 

 － 事業運営状況を鑑みると早急な対応が必要 － 

30 

 水道用水の供給に向けた取り組みに関する覚書 

第一条 沖縄県、企業局及び離島８村は、水道用水供給の 
   実現に向け協働して取り組む。 

第二条 水道用水の供給は、平成３３年度までに実現でき 
   るよう取り組む。 

第三条 水道料金は、沖縄本島並みに近づけ、住民の負担 
   が軽減されるよう努める。 

＜覚書概要＞ 
 ○締結日 ： 平成２６年１１月６日 
 ○署名捺印：沖縄県知事・県企業局長・本島周辺離島８村長 
 ○書面内容：下記（抜粋） 
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2－2 沖縄本島周辺離島８村 

用水供給市町村（現況） 

用水供給市町村（拡大対象） 

用水供給対象外 

※作図上、離島の位置を移動している 

伊是名村 

伊平屋村 

北大東村 

南大東村 
渡嘉敷村 

粟国村 
渡名喜村 

約  ４０km 

約  ６５km 

約  ３０km 約  ４００km 

座間味村 

沖縄本島 

那覇市 

32 32 

 ２－３ 沖縄県版水道広域化の概要（認可上の取り扱い） 

水道法の施行について 
昭和３２年１２月２７日 
厚衛発第５２０号 
 
 法第六条及び第二十六条の事業の認可は、有機的一体を
なす水道の各個について適用があるものであること。 
 

水道法の施行について 
平成１４年３月２７日 
健水発第０３２７００１号 
 
 水道事業、水道用水供給事業の認可は、事業経営主体を
一にできる範囲で行うもので水道施設の一体性等を問うも
のでは無い。 

33 33 

２－４ 沖縄県版水道広域化の概要（用水供給対象の拡大） 

事業統合 
（水平・垂直） 

当事者となる事業
体（市町村）等の
理解が必要 

相当の時間を要す 
（喫緊の課題対応困難） 

中核事業体 
 →全量受水事業体 

浄水処理技術の知
識・経験が希薄 

技術面の対応が困難 

当事者となりうる事
業体 

浄水処理技術のノ
ウハウを持つ事業
体 

県営用水供給事業 
 （沖縄県企業局） 

事業統合 
 （水平・垂直） 

用水供給対象の拡
大 

水道施設の一元管理   
 →垂直分割管理 

小規模水道の課題へのアプローチ（広域化） 

沖縄県版水道広域化 

町村営水道事業 

（用水受水） 

町村営水道事業 

（自己水源） 

市営水道事業 

（自己水源） 

市営水道事業 

（用水受水） 

民間活用 

（事業譲渡） 

民間活用 

（第三者委託） 

県営用水事業 

県行政 

（県費支援） 

実施主体 

△ 
事業規模で不採算を極小化 

財政基盤への効果 

△ 
事業規模で不採算を極小化 

× 
不採算吸収は困難 

× 
不採算吸収は困難 

○ 
事業規模で不採算を極小化 

○ 
水道に係る経費がなくなる 

× 
経費圧縮の効果は小さい 

○ 
赤字分の補填 

× 
浄水処理のノウハウがない 

△ 
浄水処理のノウハウは限定的 

技術基盤への効果 

△ 
浄水処理のノウハウは限定的 

× 
浄水処理のノウハウがない 

○ 
多様な浄水処理技術を有す 

○ 
多様な浄水処理技術を有す 

○ 
多様な浄水処理技術を有す 

× 
技術的支援でない 

×採算性で可能性低い 

×市町村原則に反する 

×浄水技術の対策要す 

△地域限定 

△浄水技術は限定的 

△地域限定 

○全県的な展開が可能 

○県主体による促進 

×現状の維持で精一杯 

×広域化のメリットは小 

×現状の維持で精一杯 

×広域化のメリットは小 

×運転経費が増加 

×料金低減は難しい 

×独立採算に反する 

×その場しのぎ的措置 

その他 

（本島内 

 中核市） 

（離島市） 

（本島内 

 の町村） 

（本島内 

 の町村） 

（受託業者） 

（企業局） 

（行政担当部） 

（該当例なし） 

２－５ 小規模水道事業への広域化実施主体とその効果 

■離島８村の事業範囲（現在） 

２－６ 沖縄県版水道広域化の概要（広域化の形態） 

水源地 

取水施設 

(ポンプ場） 

浄水施設 

（浄水場・海水淡水化施設等） 

送水施設 

（調整池・ポンプ場等） 

配水施設 

（配水池・ポンプ場等） 
給水区域 

（給水栓） 

～ 全てを管理・運営 ～ 

広域化実施（分割管理） 

企業局にて管理  離島８村にて管理 

水源地 

取水施設 

(ポンプ場） 

浄水施設 

（浄水場・海水淡水化施設等） 

送水施設 

（調整池・ポンプ場等） 

配水施設 

（配水池・ポンプ場等） 
給水区域 

（給水栓） 

責任分界点 

※比較的良好な施設等については、離島村から受像し活用 
※老朽化の著しい施設等については、新規整備 36 36 

２－７ 沖縄県版水道広域化の概要（広域化の効果） 

 

水源水質に適した浄水処理方法の導入や企業局の技術力（ノウハ
ウ）に基づく適正管理による水質基準の遵守 

質（水質基準の超過） 

 

渇水に影響されない海水淡水化施設の導入や管路更新（漏水対
策）等による安定給水の確保 

量（渇水、制限給水の実施） 

 

最も負担の大きい水源や浄水処理に係るコストを企業局が担うことに
よる水道料金の低減化（本島並み）や経営基盤の安定化 

水道料金（県平均超の高料金）・経営基盤（他会計繰入依存） 

◎水道用水供給対象の拡大による各課題に対する効果
（水道サービス格差の解消） 
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 ２－８ 離島施設整備の基本的考え方（アセットマネジメント） 

 離島水道施設の整備にあたっては、離島固有
の課題へ柔軟に対応でき、かつ、経済性に優れた
施設を構築することを前提として、各種部材・材
質の選定、『汎用化・共通化・標準化』を考慮し
た設備仕様など、新たな発想による施設の整備
を実施する。 

◎施設整備の基本的な考え方について 
 （設計思想） 

 

■ハード的な課題： 
 ①塩害、台風等の過酷な環境への施設の耐久性の確保 
   →防災、減災 
 ②施設能力の確保 
   →台風直後・イベント時等の一時的な需要増加への柔軟な対応 
 

■ソフト的な課題： 
 ①運転管理・維持管理など日常管理への対応 
   →高い技術力を要求しない、遠隔地対策等 
 ②収益性の改善 
   →整備費用の圧縮等 
 
 

離島の主な課題 

 ２－８ 離島施設整備の基本的考え方（アセットマネジメント） 

39 39 

 

■汎用化 
 部品／部材／機器等については特定のメーカー等に依存
しない仕様（ベンダーロックインの回避） 
 
■共通化 
 各離島間での、部品／部材／機器／設備等の融通が図
れる仕様 
 
■標準化 
 各離島の運転管理／維持管理／危機管理等について一
律的な管理が可能な仕様 

汎用化・共通化・標準化 

 ２－８ 離島施設整備の基本的考え方（アセットマネジメント） 

40 40 

 

①施設能力（規模）について 
 施設能力（浄水処理能力、ろ過器等各種容量など）については、過
大とならないよう、認可計画を参照しつつ離島の実態を踏まえ検討する。
（予備機の一時的活用など） 

 
②建築躯体について 
 建屋、調整池等の躯体については、耐久性、対塩害性、コスト（離
島原材料単価）、施工性、施工・品質管理等を踏まえ検討する。（コ
ンクリート製、ステンレス製など） 

 
 
 

整備にあたっての留意事項（１） 

 ２－８ 離島施設整備の基本的考え方（アセットマネジメント） 

 

③部材・材質について 
 塩害対策として使用する部材及び材質等については、使用年数、使
用ヶ所、重要度、取替の容易性等に応じて、ステンレス製、亜鉛どぶ漬
け鋼材、樹脂製、取替対応等の使い分けをライフサイクルコスト等を踏
まえ検討する。 

 
④管種について 
 導送水管路は、コスト、施工性（日進量）、維持管理性（漏水修
理）等を考慮した管種を選定する。 

 
⑤設備構成・仕様等について 
 設備の構成・仕様等については、運転管理、保守・維持管理、不測
の事態へ対応が容易かつ迅速に実施できることを念頭に検討する。 

整備にあたっての留意事項（２） 

 ２－８ 離島施設整備の基本的考え方（アセットマネジメント） 

 

⑥そのほか 
  将来的な需要動向（観光客の増加、人口減少等）を見据え、段
階的な増設・ダウンサイジングに柔軟に対応できるよう、ユニット単位等
での設備構成を検討する。 
 

 

整備にあたっての留意事項（３） 

 ２－８ 離島施設整備の基本的考え方（アセットマネジメント） 
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広域化スキーム 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 
 課題の多い
本島周辺離島
への用供拡大 

 その他本島
周辺離島及び
本島北部への
用供拡大 

 先島地域への
用供拡大 

事業統合 

水平統合 

 課題解決のためには、ある程度の事業規模が必要である。 

 中小水道事業体の経営基盤、技術基盤の向上、職員の確保のため、
圏域毎の水平統合を推進する。 

沖縄統一水道事業 

座間味、渡嘉敷、粟国、 

渡名喜、伊平屋、伊是名、
南大東、北大東 

久米島、国頭、大宜見、
東、宜野座 

宮古、多良間、石垣、
竹冨、与那国 

本島圏域 宮古圏域 八重山圏域 

・水道料金の統一 

・事業運営の安定 

２－１０ その他地域に対する県の取組み－広域化スキーム－ 

（目的） 
小規模離島の簡易水道事業体においては、財政的、技術的基盤が脆弱な水道
事業体が多く、水道技術の蓄積、継続に課題があることから、これらの水道
事業体へ技術的な支援を行い、水道の安定供給を図ることを目的とする。 
 
（支援対象） 
●技術的基盤が脆弱な離島の簡易水道事業体 
●県が必要と認めるその他の簡易水道事業及び離島の上水道事業体 
 
（支援内容） 
●水道施設の運転・管理に係る状況調査及び最適化に関すること 
●浄水処理技術の向上に関すること 
●施設整備に関すること 
●その他技術基盤の向上に資すること 
 
（関係機関の役割） 
●県： 支援実施の総合調整、実施状況等の取りまとめ 
●県企業局： 技術支援に係る調査、指導、助言等 
●支援対象事業体： 企業局と協力して主体的に調査、作業等 

２－１１ その他の取組（広域連携） －技術支援－ 

45 45 

⑦技術支援効果等の報告 

２－１１ その他の取組（広域連携） －技術支援－ 

離島 
簡易水道等 

県 企業局 

①技術支援要望書の提出 

②対象事業体の決定、実施通知 

③対象事業体に係る通知 

④技術支援 
（現地調査・指導、助言等） 

⑤対象事業体への出張旅費の負担 

⑥技術支援の実施状況報告 

46 46 

 おわりに 
 

安全・安心な水道水を将来にわたって安定的に供給する水道 

○本県の人口減少はH37年度以降、幸いにも時間的猶予あり 
 ⇒ それまでに対策を講じれば「転ばぬ先の杖」 
○課題解決のためには、ある程度の事業規模が必要 
 ⇒ 経営基盤の強化、施設の合理化、人材の確保 
○各事業体は、多様な広域化の検討を当事者の立場で 
 ⇒ まずは、協議の場を設けることが大事 

【目標】 

－県民全体で支え合う沖縄の水道－ 

水道広域化は「ゆいまーる」 

■本県特有の課題 

■全国と共通の課題 

○用供拡大を基本として、早急な安全・安心の確保に努める 

ご静聴ありがとうございました。 


